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令和 ５ 年 ５ 月 ９ 日 

〇規則 

 小田原市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則 



 

小田原市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 

  令和 ５ 年 ５ 月 ９ 日 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

小田原市規則第３１号 

小田原市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則 

小田原市消防団員等公務災害補償条例施行規則（昭和４４年小田原市規則第１号）の 

一部を次のように改正する。 

別表第４常時介護を要する状態の項中「１７１，６５０円」を「１７２，５５０円」

に、「７５，２９０円」を「７７，８９０円」に改め、同表随時介護を要する状態の項

中「８５，７８０円」を「８６，２８０円」に、「３７，６００円」を「３８，９００

円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の別表第４の規定は、令和５年４月１日以後の期間に係る介護補償の額につ

いて適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。 


